
1原料血紫の標準価格は,くりからく5ほでに掲げる原料血衆の種類ご
とに,それぞれくりからく51までに定めるとおりとする.

くり 凝固因子製剤用
く21その他の分画用

く3ナ P打+血ペ-スト

く4う PrV-lペこスト

く51 PrV-4ペ-スト

円ノL

円ノL

円ノk g

円ノk g

円ノk g

2 血液製剤の製造販売業者等に配分する原料血旋の種類及び見込量
は,それぞれくりからく31までに定めるとおりとする.

くり財団法人化学及血清療法研究所
-

イ 凝由困子製剤用
ロ その他の分画用

く21日本製薬株式会社
イ その他の分画用
ロ PII+JIIペ-スト

く31株式会社ベネシス
イ 凝固因子製剤用
ロ その他の分画用
ハ PIV-1ペ-スト

23万L

6万L

20万L

6万L相当

0. 4万L

26. 6万L

17万L相当

く注J

l r凝固因子製剤用Jとは1採血後6時間又は8時間以内に凍結

させた原料血紫であって,血按凝固第vm因子を含むすベての血焚
分画製剤を作ることができるものをいうo

2 rそ甲他の分画軌とは-採血後6時間又は8時間以上経過し
た後に凍結.させた原料血衆又は凝固因子製剤用から血液凝固第vn
因子を取.り出して生じるもの く脱クリオ分画用プラズマlであっ
て,血液凝固第vd因子以外の血衆分画製剤を作ることができるも

-

のをいうo

2 血液製剤の安定供給の確保のた申に望ましい在庫について

.平成1 3年3月に,遺伝子組換え型血液凝固第vn困子の出荷-時停止等

の問題が生じたことを踏まえ,このよう年緊急事態に対応できるよう製造
-J販売業者等は-定量の在庫を保有することが望ましいo


